
Title 1870年代末のインド政策とイギリス政党政治 : 第二
次アフガン戦争を中心にして

Author(s) 秋田, 茂

Citation 大阪外国語大学学報. 1986, 72(3), p. 1-16

Version Type VoR

URL https://hdl.handle.net/11094/81125

rights

Note

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

The University of Osaka



学報第72－3号

1870年代末のインド政策とイギリス政党政治

第二次アフガン戦争を中心にして

秋 田 茂

撮d量an　Po玉icy　and　Br｛tish　Party　Polit重cs　i厳the　Late　1870’s

～－ especlally　the　Second　Afghan　War　1878－1880一

Shigeru　AKITA

　　　　1鳶£he璽ate　1870’s，　the　i益dian　policy　of　the　British　g◎vernment孟nc藍uded　two

important　objects．　One　was　the　abo星瀬on◎蚕indian　cotton　duties　whまch　was　con－

cerned　with　the　eCOn◎mic　intere＄tS　ef　the　British　textile量ndustry．τhe　o£her　was

the　Seco薮d　Afghan　W農r　which　was　related　t◎British　world　strategy．　The　pur－

pose　o｛this　artiele｛s　to　elucidate　the　political　features　of　British　imper｛a童｛s狙

through　these　two　toP孟cs．

　　　　0箆21Nove曲er　1878，　the　Second　Afghan　War　broke　out、　A捻d　according　to

the　Act　for　the　better　Govemme簸t　of　India　1858，　the　extraordinary　session　of

the　Br鍾lsh　par韮iament　was　held．　Atとhat　sessio駐　there　were　i就ensive　co鷺一

troversies　over　the　following　four　sublects　　　1）the　i就erpretat童o雛of　the　Act

for　the　better　Government　of王ndia　1858，2）the　recognition◎f　the　A｛ghan　prob－

le碧a，3）the　legltimacy　of　the　Sec◎飛d　Afgha轟War，　and　4）the　co繭tlon　of　indlan

f沁ance．　On　4　Apri11879，　i議出e　house　of　Com恥ons　there　recurred　the　c◎臓一

troversy　over　the　aboli土ion　of　the　indian　cotton（玉uties　in　co織nection　with　the

Second　Afghan　War．　The磁hor　wi恥nvestlgate　all　these　co澱troversles　and　re－

veal　the　differences　betweeR　Disraeli’s　conservative　govemment　a捻d　the◎PPosi－

tioR，　stressia琴the　f◎llowing　three　points．

1）The　Secoad　Afghan　War　was　waged　by　the　c◎nservative　govem鵜ent　in　order

to　hold　suprelnacy　over　AfghanistaR．　It　was　an　aggress｛ve　and　i磁perial　war　of　the

Bri皇ish　govemmenも．

2）　　But　the　in（圭ia簸　P◎1icy　of　the　conservative　government重nclu（玉ed　one　great　con－

trad孟ction．　As　far　as　they　contln殺ed七he　Afghan　War，　they　could　n◎t　ab◎lish　the

indian　c◎t£on　duties　under　the　heavy　deficit　of　ind童an　finance．
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1870年代宋のインド政策とイギリス政党政治

3＞　The　opposition－the　Libera玉Party－heavily　attacked　this　contradic－

t重on三n　order　to　gain　access　to　po至itical　power。　So　British　party　pol量tics　became

direct豆y　ref｝ected　in　the茎r　indian　po呈icy。　And　under　this　Rew　pohtica童situation，

British　politics　also　would　be　greatly　regulated　and　inf｝uenced　by　their重mperial

a熟dcolon三al　prob至ems．

は　じ　め　に

　一九世紀におけるイギリスの海外膨張をめぐって，ギャラバ，ロビンソン」．Gailagher＆R．

Robinsonにより「自由貿易帝国主義」論が提唱されて以来，その是非をめぐって論争が展開されて
　　　　　　　　　　　　　　ll｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　・
きたことは周知の事実である。彼らはその後，ヴィクトリア時代後期のアフリカ分割partitiOR。f

Africaをめぐる研究の中で，イギリス本国の政治家，窟僚等の政策撫当者・当局Officlai　mlndの動

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！2｝
向に着目して，イギリスの海外膨張において，経済利害に対する戦略strategyの優位を主張した。

　ところで，イギリス帝国の中心的植民地インドは，概に一九世紀半ばに，工業製晶市場，原料・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ
食糧供給地として，本国にとって決定的な重要性を有していたことは雷うまでもない。本国経済が

深刻な「大不況」the　Great　Depressionの影響を被り始めた1870年代半ば以降，イギリス経済にとっ

てインドの重要性はますます高まった。一方，外交関係に関して，1870年代一SO年代のイギリスに

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆとって，バルカン半島及び中央アジアで「南下政策」をとるロシアが最大のライバルとなった。従っ

て，1870年代末のインド政策を見る場合，本国経済利害との関連では，インド綿製燕輸入閣税の撤

廃をめぐる関税改革が，海外膨張の戦略的要壌との関連では，アフガニスタンへの進“M＝＝第二次ア

フガン戦争the　Second　Afghan　War（1878－80年）が注欝に値する。本稿は，以上二つの問題に需

及しつつ，インド政策の分析を通じて，当該期のイギリス帝国主義政策の政治的特微を明らかにし

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぐの
ようとするものである。但し，前者の問題については，既に別稿で論じたので，本稿では第二次

アフガン戦争を主として取り上げ，関税問題については必要に応じて雷及するにとどめる。

　第二次アフガン戦争に限定すれば，その起源をめぐって二つの対立する見解がある。即ち，一方

は同戦争を，インド現地の総督リットンLyttonが本國政府の意向を無視して強行した局地的な地方
　　　　　　　　（6）
戦争であると捉え，他方は，本国保守党内閣がロシアの南下を阻止する「世界戦略Jに基づいて発

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くの
動したイギリス帝国の戦争であると捉える諸見解がそれである。本稿では，両方の主張をふまえ

た上で岡戦争の起源を遡求的に考察することで，まず岡戦争の有する性格を明らかにする。次いで，

　　　　　　　　　　　　　　インパクト
同戦争のイギリス本国に対する影響を考察する。というのも，従来の研究では，前述の様に岡戦

争の起源のみが強調され，また，インド統治に関する他の諸政策との栢互連関性が必ずしも明確で
　　　　（8｝　　　　　　　　　　　　　インパクト

はなく，まして本国への影響は等閑視されているからである。従って本稿では，特に関税改革論

争との連関性を重視しつつ，第二次アフガン戦争に関するイギリス本国議会での論争を分析する。

史料として，イギリス議会文書Briセish　Parliamentary　papers，議会議一＄：＄X　Hansard’s　Parliamentary
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Debatesを使用するため，政治的側面の分析が中心となるが，それを通じて，同戦争の本国に対す
　　　　　　｛9）
る政治的影響を明らかにしたいと思う。

一　「アフガン問題」をめぐる政治的対立

　第二次アフガン戦争の発端は，早くも，1870年代半ばのインド統治政策をめぐる保守党内閣イン

ド栢ソールズベリーMarquess　of　Salisburyと自由党ホイッグ貴族出身のインド総督ノースブルック

Lord　Northbrookとの政治的対立の中に見い出すことができる。両者の対立は，インド綿製品輸入

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛1）関税の撤廃をめぐる関税改革と，アフガニスタンへの進出をめぐるインド外交政策に大別される。

ここでは行論の関係上，後者の問題をめぐる政治的対立を一瞥する。

　ソールズベリーは，1874年にインド栢に就任して以来，アフガニスタンに対するイギリスの影響

力強化をめざした。その第一歩として，彼は，1875年1月末ノースブルックに対して，アフガニス

タン領内のヘラートHerat或いはカンダハールKandaharのいずれかにイギリス人駐在官British
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）
Agentを設置するよう努力せよ，との指令を発した。この指令に対してノースブルックは，アフガ

ニスタンの支配者アミールAmirが従来から一貫してイギリス使節の受入れを拒絶してきたことを

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔31
理由に反対を表明し，指令実施の延期をはかった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くゆ　しかしソールズベリーは，岡年11月に，「一月指令」を再確認する「追加指令」を発した。即ち，

「アミールと我々の関係を，より満足のいく基盤の上に確立する第一歩は，アミールを説得して首

都に一時的な使節を受け入れさせることであろう。……従って私は，帝国政府を代表して貴殿に対

し，遅滞なく，カーブルKabttlに使節を派遣する何らかの機会を晃い出し，かつアミールに舛して

誠意をもって使節受入れを要講するよう指令せねばならない。Jこの指令の根拠として彼は，ロシ

ァ政府がアフガン国境を侵犯する意図を有していること，その対抗措置として，アフガニスタン内

部に駐在するイギリス人を通じた正確な情報収集と，彼によるアミールへの助言・警告が有効であ

ると主張した。その背後には，大英帝国の「アキレス腱」とも呼ぶべき弱点がインド北西国境防衛

　　　　　　　　　　　　　　　（5｝
問題であるとの事実認識があった。

　この本国からの指令に対し，ノースブルックは，インド総督職を賭けて抵抗した。そして1876年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ
1月，自己の立場を明確に主張する公文書を本国に送付した。それによれば，ロシァに対しては，

「イギリスの利益にとって，アフガニスタンの完全な独立が重要であることを十分説明し，かつ，

イギリスはアフガニスタンの独立を侵害するいかなる措置も許容しないことを理解させるのが最も

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（7｝
賢明である」（第19項）とする。また現地点では，英露両国政府の合意により，アフガニスタンへ

のロシア軍侵攻は考えられぬと主張する（第20・21項）。次いで，アフガニスタン内部へのイギリ

ス人駐在官設置要求については，アミールが岡意する見込みは皆無のため，その強要は危険であり，

本国政府の当初の意図に反して対アフガン外交関係の断絶を招きかねないと主張する（第26項）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛8）
従って彼は，従来の歴代インド総督によるアフガニスタンへの「忍耐強い懐柔政策」を堅持するよ
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う力説し，「現在の状況では，アフガニスタンの平和と，インドにおけるイギリス帝国の権益にとっ

て深刻な危険をもたらす故，我々は，帝国政府の指令遂行に強く反対するものである」（第27項）

と主張した。

　こうしたノースブルックの姿勢は，基本的に，インド統治の安定を重視する立場から生まれたも

のである。即ち彼は，侵略的領土併合がインド財政に過大な負撹を課すことになり，かつインド人

のイギリス支配に対する不儒感を増幅することを恐れた。彼は四年間の統治経験に基づき，インド

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（91
帝国の安全は，国境の拡張＝「前進政策」forward　policyではなく，帝国内部の統治安定によりも

　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒
たらされると確儒していたのであるeしかしながら結局1876年4月，彼は総督職を辞任しインドか
　　　　　　　　　　　　てユむ
ら去らねばならなかった。ソールズベリーとの政治的対立に基づく彼の辞任は，その後の事態の展

開を暗示していたと雷える。

　　　　　　　　　　　　　　　　〔第二次アフガン戦争関係図）

　　　　　　
　　　　　　　

　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　

　　　　　　

　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　

　　　　　　

　　　　　

、
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　次期総督に内定したリットンLyttGnは，インドへ赴任する直前の1876年2月末，ソールズベリー
（燃

より，カーブルにイギリス使節を送り込むため早急に措麗を講ぜよ，との秘密指令を受け取った。

インド到着後彼は，早速アミールとの交渉を開始すると共に，1876年10月，アフガニスタンに隣接

する戦略拠点クウェッタQuettaを占領し，インド北西国境の防備を強化した。アミー一ルとの交渉は，

ノースブルックが予想した通り決裂し，1877年3月，英領インドとアフガニスタンの外交関係は事

実上断絶した。従って既にこの時点で，首稲ディスレリーDisraeli，インド根ソールズベリー，イ

ンド総督リットンがE者一一一｛Ptとなって，第二次アフガン戦争を引き起こすことになる薪たな政策瓢

「前進政策」を精力的に推進していたと言えるのである。

　戦争の直接の契機は，ロシア使節國のカーブル訪問によりもたらされた。即ち，1878年7月，ロ

シア使節が突然カーブルを訪れ，アミールとの問で栢互援助条約を調印した。～方イギリス側も，

対抗措羅として，隅年9月急遽使節団を派遣したが，アフガン国境でアフガニスタン側に入国を限

止された。その結果，岡年11月にインド政庁はアミールに対して，「イギリス使節を武力で撃退し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くまみ
たことに舛する釈明と謝罪を求める」最後逓牒を発し，問11月21日，第二次アフガン戦争が勃発
　　　　　　　（ldi
したのであった。

二　1878年12月のアフガン戦争をめぐる臨時国会

　第二次アフガン戦争が勃発した直後の1878年12月，極めて異例の時期に，1858年に制定されたイ

ンド統治改善法An　Act　fer　the　better　Governmefit　of　lndiaに基づき，アフガン戦争の経費負担問題

を討議するため，臨時国会が召集された。鷹会は次の様な女王演説で始まった。「私は，我がイン

ド政庁に対してアフガニスタンのアミールにより表明された敵意と，我が友好使節を拒絶したア

ミールの態度によって，断固たる補償要求を行なわざるをえなかった。この要求が無視されたため，

私は，遠征隊をアミールの領土に派遣するよう命じた。……私は，この問題に関する文書を，上下

爾院議員諸氏に提出することを命じた。……私は，自僑をもって，我が帝国の偉大な利害を，諸氏

　　　　　　　　　　　　　｛1｝
の英知に委ねるものである。」

　会期（1878年12月5日一17H）中，アフガン戦争をめぐり上下両院で集中審議がなされたが，本

稿では特に，討議の中心となった「インド経費論争」を取り上げる。この論争では大溺すると，①

1858年インド統治改善法の解釈，②アフガン問題認識，③第二次アフガン戦争の正当性，④インド

財政問題一以上麗点が主要な議題になった。各論点はそれぞれ密接に関連しており，②と④は上

下両院で，また③は上院で，①は下院でそれぞれ討議された。以下上院下院の順で，各論点の審

議過程を追ってゆきたいと思う。

←）上院での討論

　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛2｝
まず最初に，12月9日，IO　Nの上院討論を取り上げる。この討論には，保守党内閣首相ディズ
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レリーのほか，外稲（前インド相）ソールズベリー，インド相クランブルックViscount　Cran・

br。oke等主要閣僚が出席した。一方政府批判者側にも，元インド相ハリファックスVlscount　Rali－

faxのほか，ノースブルック，ローレンスLord　Lawre簸ce等インド統治経験者が顔をそろえた。従っ

てこの討論を見ることで，双方の政策志向が明確になると考えられる。

　討議は，インド根クランブルックの次の様な動議提出で始まった。「女王陛下が，アフガニスタ

ンのアミールに対して，インド財政が負握する軍隊の軍事遠紐を行なうように命じられたのである

から，本院は，陛下のインド帝国の国境を越えて実行される可能性のある軍事行動の経費を支払う

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛3｝
ために，インド歳入が使用されることに隅意するものである。」これに村してすぐさま，元インド

相ハリファックスから修正動議が出された。「本院は，我々が不幸にも参戦している戦争に，安全

で名誉ある結末をもたらすために必要な手段を提供することに瞬意する用意はあるが，必要もない

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　柳
のに我国を交戦させるに至った政府の行為を遺憾に思うものである。」

　まず最初に②のアフガン問題認識を見よう。保守党政府側は，アフガニスタンを「イギリスの保

護国」と位置づけ（クランブルック，ホートン），イギリス帝国利害にとって，対アフガン関係は

非常に重要と考える（クランブルック）。従って，イギリスに対し友好的で強力なアフガニスタン

において，イギリスの覇権を確立し維持することが必要である。当懸，ロシアの外交的影響力拡大

＝：「外交的侵略」に対抗するため，アフガニスタン内部の正確な情報収集を冒的とするイギリス入

駐在宮を設置したい（ソールズベリー一）。更に可能ならば，ロシアによるインド攻撃に備えてイン

ド帝国北西国境地帯の不安定な現状を是正するため，アフガン国境の「科学的な修正」scientific

　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈲
rectificationが望ましい（ディズレリー）。

　これに対して批判者側は，強力な国境国家frontler　stateアフガニスタンに対するイギリスの影響

力保持の重要姓を認めつつも，その目標達成方法をめぐり意見を異にした。即ち彼らによれば，W

シアによるインド攻撃は不可能であり，「科学的国境」は必要ない。また，イギリス人駐在官は，

アフガン側の同意が得られねば役立たず，決してその設置を強要すべきでない。アフガニスタンと

の善隣友好関係の維持こそ霊要なのである。

　次に②から派生する③アフガン戦争の正当姓をめぐる議論を見よう。この点については，イギリ

スの良識の府，倫理・道徳の体現者を霞認する上院において，最も活発な議論が展開されたのであ

る。政府側は，アミールのイギリスに対する敵対行為を理由に戦争の正当性を主張した。期ち，ア

ミールは，ロシア使節を歓待する～方でイギリス側の友好使節の受入れを拒絶し武力で撃退した。

従ってこの戦争は，侮辱を晴らし我々の名誉，安全，利益を守るための正当な戦争である。そもそ

もアミールがイギリスに対して敵意を抱くようになったのは，歴代インド総督（m一レンス，メイ

ヨーLord　Mayo，ノースブルック）のアフガニスタンに対する冷淡で消極的な政策‘mastery　in－

activity’が原閣である。

　これに対して批判者側は，この戦争の不当性を強調する。即ち，アミールによるイギリス使節癒

絶は，独立国家として当然の措鐙であり，従ってアフガン領を侵略するに足る根拠が存在しない。
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よって「アフガン戦争は不当な戦争であり，国家的犯罪である」（グレイ）。今回の紛争の発端は，

インド総督リットンが，アフガニスタンに対する従来の平和・懐柔政策を廃棄し，アフガン国内へ

のイギリス人駐在官設置を強要したことにある。しかしその責任はリットンにあるのでなく，本国

政府にある。つまりアフガン戦争は，ヨーロッパの政治情勢が緊迫化し，ロシアとの戦争が懸念さ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ
れた中から生じたものであり，インド帝蟹と直接関係はない（ノースブルック）。従って，「この戦

争は，不必要なものであり，本国政府の側に今少し慎重な姿勢があったならば避けられたものであ

ろう。この戦争からは……何の利益も得られない」（セルボーン，ノースブルック）。よって批判者

側は，畢急に名誉ある形で戦争を終結し，従来の懐柔政策に立ち扉ってアフガニスタンとの友好関

係の早期回復をはかるよう提雷したのであった。

　次いで④インド財政問題を見てみよう。政府｛則はこの問題にほとんど触れず，逆に批判者側がイ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くの
ンド財政の圏難な状況を強調した。瑚ち，インドでは，報次ぐ飢饒の救済や軍備増強のため経費

支出が膨張し，負債が増大すると共に，インド人畏は重税にあえいでいる。従って今以上の追加課

税は困難であり，まして戦費を負掘する余裕などない。重税に対するインド人民の不満は高まって

おり，「我が膏国に対する脅威は，外国による陰謀・侵略ではなく，財政からもたらされるだろう」

　　　　　　（8｝
（ダービー）。上院ではこの問題についてこれ以上議論は展開しなかったが，岡年前半に対トルコ

外交政策をめぐり，ディズレリーの強硬姿勢に反対して相次いで内閣を去った保守党の前外穏ダー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ
ピーLord　Derbyと前植民網カーナーヴォンLord　Carfiarvonが，財政問題に関して厳しく政府を批

判していることは注Rに値する。

　上院での議論は延べ一七時間に及び，特に③アフガン戦争の正当性をめぐり激しい応酬が繰り返

されたのは前述の逓りである。政府側は，ハリファックス修正動議を，事実上の政府不信任案の提

出とみなし，クランブルック動議の可決に全力を尽くした。採決の結果，大差（201対65）でクラ

ンブルック動議が原案通り再決され，上院は，アフガン戦争の経費をインド財政に課すことを承認

した。これにより論争の舞台は，憲政上の慣例により財政法案の実質的な審議権を持つ下院に移る

ことになる。

（⇒　下院での討論

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くエ　
　次に，…週問後に行なわれた下院の議論を見てみよう。討議は，まずインド省政務次宮スタンホー

プE，Stanhopeが，上院の場合と全く聞じ動議を提出し，これに対してすぐさま，自由党議員フォー

セットFawcettが次の様な修正動議を提出し展開していった。「本院は，現在アフガニスタンのア

ミールに対して行なわれている軍事行動の臨時経費を，インド歳入に課すのは不当であると考え
　　Cll｝
る。」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈱
　第一の論点となったのが，臨時国会召集の法的根拠となる1858年インド統治改善法の条項解釈

である。特に問題になったのが，次に掲げる岡法第54条及び第55条であった。

・「インドのイギリス軍に事実上の開戦を命ずる指令が発せられる時は，その指令が撤回或いは延
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　期されぬ限り，議会開会申の場合は指令送付後三ケ月以内に，また三ケ月経過後も議会が召集さ

　れない場合は，次の開期が始まって一ケ月以内に，本羅議会の両院に対して，その事実は報欝さ

　れねばならない」（第54条）。

。 インド帝国領に対する現実の侵略を阻止ないし撃退する場合，及び，突然かつ緊急に必要な場合

　を除いて，イギリス軍による，インド帝国国境を越えて行なわれるいかなる軍事行動の経費も，

　本国議会両院の同意がない限り，インド財政に課されるべきではない」（第55条）。

　批判者側は，政府による岡法第55条無視を追及した。霞由党のグラッドストーンW．E．　Gladstone

は，かつて同法を起草した者として次の様に主張した。即ち，同法第55条の露的は，インド歳入の

不当な支出を限止すること，つまりインド歳入を使って軍事行動を行なおうとする政府の意図を抑

欄することにある。軍事行動には議会の事前承認が必須の要件であり，従って今購の政府の措澱は，

国制上の議会権限を侵害するものであり，断じて許すことはできない。政府は岡法を遵守し，議会
　　　　　　　　　⑱　　　…
を尊重すべきである。また保守党議員ニュードゥゲイトNewdegateは，インド相の権限強化に危惧

の念を表明した。「このアフガニスタンに対する遠妊がそのまま受入れられると，一定任期しかも

たぬインド椙は，年収5，000万ポンドのインド財政と20万名のインド軍に対する支配権を持ち，イ

ンドのみならず本国の外交関係にも影響を及ぼし，イギリス本国を戦争に巻き込む権隈を持つ独裁

者になるであろう。」彼は，インド帝国保全のため，本国政府から独立した権威のあるインド参事

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ll　t，
会the　Council　of　lndiaを維持し，インド絹の独走を阻止せねばならない，と憲張したのである。

　こうした批判に舛し政府側は，一連の手続及び行為の正当性を主張した。期ち保守党政府は，

1858年法の第54，55条の連関性を重視し，議会による事後承認・批准が，事前承認と同等の効果を

持つと解釈した。また，宣戦布皆の大権は，国王とその助書者たる政府が持つのであり，グラッド

ストーンの議論はその大権を侵害するものであると反論した。問題は単なる1858年インド統治改善

法の解釈論争にとどま、らず，イギリスの国制をめぐる論争にまで発展したのであった。

　次に④インド財政問題であるが，財政法案の実質的審議権を持つ下院では，その性格上この点に

議論が集中した。アフガン戦争の経費を全面的にインド財政に課そうとする政府側は，財政の現状

を次の様に説明した。即ち，今年度の財政余剰金は，銀簸の低落や貿易不況による関税収入の落ち

込みのため，当初予想の215万ポンドから155万ポンドに減額修正せざるをえない。一方アフガン戦

争の経費は，今年度約120万ポンドが見込まれており，加えて飢鰹救済に若干出費するとしても，

インド財政にはまだ余裕がある。従って，この戦争の経費をインド財政に課しても財政上は何ら不

都合はない。

　これに対し批判者側は，インド財政難を強調した。即ち，今年度の財政余剃金は，頻発する飢謹

を救済するため，所得税と塩税の引上げにより得られるもので，それは本来，飢謹保証基金the

Famine　lnsurance　FuRdの禽搬に使われるべきものである。またインド各地で，公共事業は資金難

のため停止状態にあり，重税にあえぐインド貧民の現状を無視して余剃金をアフガン戦争に流用す

ることは，彼らの不満を～層高め，財政問題を一気に政治問題化させることになる。それは帝国の
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保全にとって危険であり，現在必要なのは，総支娼の四割（約L500～1，600万ポンド）に及ぶ軍事

費を早急に肖lj減し，極度に緊迫した財政状態を緩和することである（レイング）。

　こうしたインド財政をめぐる対照的な現状認識の上で，議論は②アフガン戦争の性格をめぐり展

開していった。批判者側は，アフガン戦争を「帝国政策」Imperial　Policyの結果もたらされた「イ

ギリス帝國のための戦争」Imperial　Warであると断欝する。即ちアフガン戦争は，バルカン半島で

のUシアの南下政策に対抗するため，首掘ディズレリーが行なった「派乎な人気取りの政策」とジ

ンゴイズムJingoismの結果である。首稲ディズレリー窃身上院で「この戦争は，単にカイバル瞭や

ダッカ，ジャラババードの兵営にかかわるものではない：それは，ヨーロッパにおけるイギリスの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛1＄
影響力と地位に関する戦争である」と霧っていたではないか（フォーセット〉。直接のきっかけは，

現外梢（前インド相）ソールズベリーにより与えられた。つまり，今年3月末に「東方問題」をめ

ぐって対ロシア臨戦体嗣を敷いた政府は，インド軍を地申海マルタ島に急派した。これがロシアを

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くゆ
刺激し，Uシァは対抗措置としてアフガニスタンに使節を派遺したのである。従ってアフガン戦争

は，インドに直接関係のない帝国の問題であるから，本国側がその経費を負担するのは当然である。

　こうした批判に対して政府側は，上院での発醤を一転させて，アフガン戦争はインドの戦争であ

ると主張した。即ち，強力な国境国家アフガニスタンの維持は，インドの安全保紐上不可欠であり，

戦争の欝的は，アフガン国境の戦略拠点を確保しインドの防衛を強化することにある。従ってその

恩恵に預かるインドが，アフガン戦争の全経費を負撰するのは当然であり，四〇年前に臨由党政

府が行なった第～次アフガン戦争の際も，インド財政が全経費を負握した前例があるではないか

　　　　　　　　　　　　　　　　　くゆ
（ジョージ・ハミルトン，スモレット〉と。

　最後に，下院の議論の中で，論点①②④以外に注麗に値することに若干齋及したい。その～つは，

自由党議員が「大不況」との関連でアフガン戦争を論じた点で，金属工業地帯シェフィールド

Shef｛ield選餓のマンデラMandella議員は次の様に述べた。「現在の（経済的〉顯窮は，1雛7年以来

最も深刻であり，その継続と悪化の原困は本国政府の棚にある。確かに初めの原困は経済的なもの

であった。しかし後になると，貿易を妨げ市場を揺るがし産業を駆逐した外交的諸要囲によって，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑱
園窮は深刻化し，繁栄の回復が妨げられてきた。」また，マンチェスターM餓ches鰹選繊のヤコブ・

ブライトJacob　Bright議員は，より具体的にソールズベリーの政策を批判する。　f　iングラン潜北部

から網次いでインド綿製晶輸入関税の撤廃を求めて大規模な代表顧が上京していた。……ソールズ

ベリー公は，一度ならず代表懸に対して，余剰金が生じるとできるだけ早く，1司税の撤廃に充当す

ることを約束していた。……まさにその時に彼は，インドにおける平和政策を覆し，余剃金をそう

した懲的に使用することを不欝能にしていたのであり，それは何と奇妙な符合であろう。……（中

略）……（ランカシャーでは〉紡績工場は閉鎖されるか，操業短縮を余儀なくされている。（従って）

葬常に多くのくイングランドの）貧しい入々は，インド財政余剃金のこうした不幸な処理方法をt
⑲

驚きと怒りをもって見つめるであろう」　（括弧内は筆者が補足）。岡じ綿工業地帯ランカシャー選

出であっても，保守党議員は「大不況」について何ら讐及していないことも指摘しておきたい。
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　今一っは，Imperialismという用語の評価をめぐる問題である。即ち，批判者側ls　lmperialismに

対し否定的であるのに対し，保守党政府側は次の様に積極的評価を与えている。「lmperialismは

……大きな責任，責務を持ち，世界に広がる大帝国の一部として，自己を認識することを意味する。

帝国は，機会があり次第捨てられるべき重荷ではなく，いかなる政府といえども捨て宏る勇気を持

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈱
たぬ，大きな威信を持つものである」（AJ．バルフォア）。

　以上の一連の討議の末，採決が行なわれ，賛成多数（235対125）により政府側の決議が原案通り

可決された。これによって，第二次アフガン戦争の経費を全癒的にインド財政に押しつけることが

確定した。1878年12月の臨時国会は，政府の当初の冒的を実現し，岡日閉会したのである。

三　1879年4月の綿製品輸入関税撤廃論争

　1878年11月末，アフガニスタン領に侵攻した英領インド軍は，次々にアフガン軍を撃破しカーブ

ルをめざして進撃した。アミールはロシアに亡命し，インド軍はアフガン側の組織的抵抗を受ける

ことなく，翌79年5肩，カーブルに入城した。そしてインド政庁はアフガン側と講和条約を締結し

た。この時点で，保守党政府側の政策冒標が一時的に達成されたのであるが，それに先立つ1879年

4月4日，イギリス議会上下両院は，インド軍及びインド総督に対する感謝決議Vote・of・Thanksを

可決していた。ところが岡臼，下院において，1877年以来鎮静化していた綿製晶輸入関税撤廃論
　くめ

争が再燃したのである。そこで，第二次アフガン戦争と関税改革論争の関連性をさぐるため，最
　　　　　　　　　　　｛2）
後にこの論争を一瞥する。

　討議は，ランカシャー・ブラックバーンBlackbum選出自宙党議員ブリッグスBriggsの次の様な

動議提協で始まった。「綿製品に対するインド輸入関税は，インドの消費奮とイギリスの生産者に

とって等しく不公平であるから，同税は撤廃されるべきである。そして本院は，アフガン戦争に伴
コ　　　コ　の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ

う経費が，約束されている岡税の撤廃を延期するのに満足のいく根拠となるとは思わない」　（傍点

筆考〉。動議の前半部に関しては，既に1877年7月，下院で綿製品輸入関税撤廃決議が行なわれて

おり，翌1878年に，インド総督リットンの手で下級綿製晶に対する関税が部分的に撤廃されていた。

従って，この時点で改めて撤廃決議を要求する論拠として，イギリス綿工業界の長期不況の深刻化，

同税の保護の下でのインド紡績業の成長とイギリス製燕との競合，及び部分的な関税撤廃の効果が

不十分なことが主張された。この主張は，保守党，惣由党を問わず，綿工業地域ランカシャー選出

の議員により強く支持された。

　他方，主に非綿工業地域選出の自由党議員を中心に，インド賜政の均衡を重視し，本国費の増大，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ
インド政庁負債の増加による財政難を理由に，隅税の全廃に反対する主張もなされた。しかしなが

ら，今やこうしたインドの利益擁護の立場は蠣く，同税撤廃を「インドの財政状況が許すまで」延

期するのは圏難な状況にあった。従ってブリッグス決議の重点も後半部に置かれていたように思え

る。彼霞身，アフガン戦争での膨大な軍事支畠を枇判して次の様に述べていた。「貴殿（インド相
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クランブルック）は，インドを，併合のための戦争に巻き込んだ。貴殿は，インド財政に負担を課

し，進歩の車輪の動きを妨げ，ふんだんに軍事費を使っておきながら，……実行すると約束してい

た平和的かつ必要な財政改革の実施が不可能であると宣言している。……我々は，貴殿に平和的な

改革を実行するよう求めている。……平和の勝利は，戦争による勝利よりも永続性があることを思

　　　　　　　　（5；
い出して欲しい。」

　論争を誘発する性格を持つブリッグス決議に対抗し，保守党議員ハードキャッスル懸ardcas漉が

修正動議を提出した。彼はブリッグス決議の後半部を悶題にし，「政府は，関税を撤廃できない理

由として，アフガン戦争を持ち出していない。……互いに何の関係もない二者を，政府に舛して敵

意を持つような恰好で並置するのは根拠がない。……帝国政府は，片時も，綿製品輸入関税の軽減，

廃止がランカシャーにとって重要であることを忘れたことはない1と述べ政府を弁護した。従って

彼の修正決議は，後半部に限定された。「本院は，綿製品輸入関税に関する最近の劇減を，帝国政
（5｝

府が保証した全面的撤廃への重要なステップとみなすことに賛成する。」概して保守党議員は，ブ

リッグス決議後半の「アフガン条項」を政党利害に基づく不当な政府批判と受け止め，ハードキャッ

スル提案を支持した。政府の兇解を代弁したインド省政務次官スタンホープE．Stanhopeも，「アフ

ガン条項」を排除しつつ，「政府は，（綿製晶輸入関税撤廃問題について）今までとってきた措遣を，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　　　コ　コ　コ　コ　　　の　　　　　　　　ぼタ
最終的なものとはみなさない。それは，目標達成への単なる一ステップである」　（傍点及び括弧内

補足は筆者）と述べ，関税改革問題についてのみ下院全体の嗣意を得るべく努力したのであった。

　議決の結果，ブリッグス決議の前半部は圧倒的多数でlly決されたものの，後半部は否決され，意

見調整の結果，最終的には政府見解に沿った次の様な綿製品輸入関税撤廃促進決議が可決された。

「綿製品に対するインド輸入関税は，インドの消費者とイギリスの生産者にとって等しく不公平で

あるから，岡税は撤廃されるべきである。そして本院は∫嗣税における最近の酬減を，帝国政府が

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛8｝
保証した全面的撤廃への一ステップとして受諾するものである。」

　この討議を通じて，第二次アフガン戦争に伴う軍事費の増大が，インド財政難の最大の要困にな

り，従って経費削減による綿製最輸入関税撤廃の大きな障害になっていることが浮きぼりになった。

先に触れた「インド経費論争jに関する下院討議と嗣様に，ここでも野党の自臨党議員は，こうし

た保守党政府の政策の矛盾を指摘し，特に外交，経済爾政策を鋭く批判したのであった。

お　わ　り　に

　以上，第二次アフガン戦争と関税改革論争に焦点を絞って，1870年代末のインド政策を考察して

きた。最後に簡単なまとめを試みたいと思う。

　まず，轟該期の議会論争の中心になった第二次アフガン戦争は，自磁党議員を申心とする政府批

判側が指摘する様に，バルカン半島での英露対立＝「東方問題」に連関した帝国戦争1即erlal　War

であったと言える。保守党政府側は，上院では帝国問題として，下院ではインドに限定された戦争
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として，アフガン戦争の正当化を試みた。しかし，この政府答弁の矛盾そのものが，嗣戦争の特質

を明らかにしている。即ち，当時イギリスは，バルカン地域でトルコ保全策をめぐりロシアと鋭く

村立しており，イギリス帝国の中心的植民地であるインドは，経済的価値に加え，その戦略的重要

性を増していた。従って，インド防衛がイギリス帝国全体の至上命題であったのであり，インド問

題讐帝国問題であった。第二次アフガン戦争は，インドに隣接する戦略拠点アフガニスタンにおい

て，イギリスの覇権を確立し同国を保護国化するために，保守党ディズレリー内閣により強行され

た侵略戦争であった。その準備過程で，インド総督ノースブルック，外根ダービー，植民相カーナー

ヴォンとの政治的対立を引き起こした。そして反対者を排除したディズレリー内閣は，1858年イン

ド統治改善法を無視し，本国議会の国制上の権限を侵害する形で，岡戦争に着手したのであった。

　次にインド現地との関連で，経費負担の原則論と並んで，インド財政の負撞能力が現実問題になっ

た。政府批判者側が強調した様に，インド財政は硬直化し恒常的な赤字状態にあった。ただ1878年

度に限り若干の好転が予想されたが，それは飢饒救済の名欝でインド貧民に課された重税によるも

のであり，保守党政府は，そうして確保された飢謹救済資金をアフガン戦争に転用したのである。

この点に，現地の事情を無視し，インド根の権限を強化しつつ独裁的なインド統治を志向する保守

党の方針が明確に表われている。だがこの政策は，インド財政という現実の収奪基盤をめぐり矛盾

を内包していた。というのも，保守党は他方で，イギリス綿業資本の利害を擁護し都市部での勢力

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ
拡張をめざすため，インド綿製晶輸入関税の撤廃をもう一つの政策騒標として掲げていた。だが，

アフガン戦争による財政難でその実行は困難であり，嗣戦争は本国綿工業関係者の経済利害と矛盾

するものであった。従って，本国経済利害を反映したインド綿製品輸入関税撤廃と，世界戦略を重

視したアフガン戦争一以上二者を中核とする保守党のインド政策は，必然的に行き詰まり，自己

破綻を招くものであったと言える。

　最後に，イギリス本国の政党政治との関連について述べたい。本稿で紹介した1878年のアフガン

問題をめぐる臨時国会では，自由党を中心とする政府批判側は，保守党政府の意図する政策を阻止

することはできなかった。しかしながら1879年以後，恐慌による貿易不況の深刻化により政府の無

為無策に対して批判が強まった。野党自由党は政権を奪還すべく，グラッドストーンを中心に結束

し，アフガン戦争に象徴される保守党の外交政策を批判した。特に彼による1879年末一80年初頭

の「ミドロジアン・キャンペーン」Midlothian　Campaignは有名で，1880年総選挙での政権交代を

　　　　　　　　　　　　ゆ
実現する最大の要因になる。ヴィクトリア蒔代中期から，自由党ホイッグ貴族により，インド統治

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ
と本国政党政治を厳格に分離すべきであるとの主張が繰り返され，当該期においてもノースブルッ

クカ洞様の主張を行なった。しかしそうした主張とは裏腹に，第二次アフガン戦争を契機に，本国

政党政治が全藤的にインド政策に反映されると共に，本国政治もインドを中心とする帝国・植民地

問題により大きく規定される新たな事態が生まれた。1880年代末のアイルランド問題をめぐる政界

再編に先立ち，当該期インド政策は，本国政治を揺るがす重要性を持ったのである。
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（1）HansarcVs　Parlia・inentaoi　Debales（Y）k”；：　Jlansaitdと略記する），3rd　Series，　Vol．243，　December　5，1878，　cols．3－4．

（2）Ibid．，　Lords，　December　9＆10，1878，　cols，219－298，407－520．以下の記述は，特に断わりのない隈り，この議会討論に依

　鍵している。

（3）　1bid、，　co韮．2ig．

（4｝　　∬bfd．，　col，261．

（511bid．，　cols．510－514．蒼掘デKズレリーは，醐戦前の11月9H，　mンドンのMansion　Houseで同じ趣霊の演説を行なってい

　る。Dutt，　op．　cit．　p．431．

（6｝flansard，3rd　Sevies，　Vol．243，　cols．478－499．ノースブルックは，腿戦前のll月11　f．S，ウィンチェスターのギルドホールで

｝司じ趣旨の演1説を行なっているQT触A∫gitan　Qitestion．　Sp／ieCli　oヂthe　Eart　of　Nortixbγeok，納臨e　Gittidlia（1，　Z・Vinc｛lester，　en　the　l　l　tit

　af　Nevember、1878，（Lon（董on，1878）．

（7）1877年マざラスが史上醗悪の飢鰹に，翌78年には北部地方が飢繊に襲われた。当該期の飢簸については，脇村孝平，「イン

　ド19世紀後半の飢謹と植畏地政府の対応一1880年飢鰹婆員会報蓋轡を中心として一」「社会経済史学調50－2〈1984年）

　を参照。

（8｝　Hαitsard．，3rd　Sevies，　Vo｝．243，　cots．273－288．

（9）この闘題については，Swartz，　op，　cit．，　Chaρ．2＆3が詳しい。また，　Eldridge，　op．　cit、，　Chap．7＆8も参照。

（1③　Hansard，3rd　Series，　Vol．243，　Commo聡，　December　l6＆17，1878．　cols．877－942，969－1037．以下の記述は，特に断わり

　のない限り，この議会討論に依鍵している。

（1］）　　1bid．，　col．885．

（1鱒　21a＆22°V王CTORIAE，　C．106．　An　Act　for　the　better　Government　of　India，2August　I858．　in：Stattctes　Revised，　VoE．13

　（1857－61），1）p．386－398．
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㈹　Hansard，3rd　Series，　VoL　243，　cols．896－900．グラッドストーンは，1876年3月に酬定された屡王称号法Royai　Titles　Act

　の審議でも構様の発言をし，一貫して政府による本国議会の権限侵害を罪難している。PJ．1）urrans，　’‘A　Two－Edged　Sword　：

　The　Liberal　Attack　on　I）israeiian　Imperialism”，Jottmai　of　linpastαi　and　CettzntonwealtSt∫・lfstovy，　Vol．10（1982），　pp．268－272．

（浦　Ha”sard，3rd　Series，　Vol．243，　cols．1006－1013．ソールズベリーは，1869年インド参事会法the　Council　of　lndia　Actにより，

　同参事会の独立性を奪い，本国側統治機構におけるインド掘の立場を強化した。前掲拙稿，「1870年代半ばのインド統濤政策」

　75頁。

（15）　Ibid．，　cols．932－933．

⑯　　「東方問題」をめぐるイギリスの対応については，Bourne，　Op．　cit．．　pp．125－137．；Eldridge．　op．　ctt．　Chap．8．；Swartz，　o少．　cit．，

　Chap．4＆5を参照。

㈲　Hansard，3rd　Series，　Vol．243，　cols，922－924，975．インド軍の経費負担問題については，金子勝，ぽ安価な政府誰と植畏

　地財政一英印財政関係を中心にLて一」噸島大学商学論集」48－　3（1980年）105－126頁を参照。

⑱　∬bid．，　cols．1017－1018．

（ISt　　∬bid・，　co蚕．1034，

㈱　1bid．，　col．998．「蕾国主義」Imperialismという駕語は，当該期に，政治的用語として定着した。この点については，　R．

　Koebner　and　H，　Schmi（lt，∬mψ87iatislir：The　Stoηy　and　∫igniiicance　of　a　1）oliticαl　Werd，1840－1960，（Cambri（ige，1964），　Chap．　VI

　を参照。

三　1879年4月の綿製品輸入関税撤廃論争・

｛V　前掲拙稿，「1870年代半ばのインド統治政策」。

（2＞Hansαrd，3rd　Series，　Vol．245，　Commons，　April　4，1879，　cols．375～436．　East　lndia　－Duties　on　Cotton　Goods．以下の叙述

　は，特に断わりのない隈り，この議会討論に依拠している。

（3｝　lbid．，　col，375．

（4）特に，Ernest　Noel．　Muntz，　Fawcett，　George　Campbellらの議論を晃よ。　lbid．，　coEs．392－3，405－6，423－5，428．

｛5＞　∬bid．，　cok，385．

（6）　Jbid．，　col，394．

（7）　1bid．．　col．423．

（8）　　∬bi〔ム，　col．436，

おわりに

（1＞吉岡昭彦，前掲論文232－3頁。

（2）自撫党の動向については，D．A．　Hamer，　Liberal　Potitics　i｝t　the　Age　of　Gtadstoite　and　RosebttnT，　〈Oxford，1972）．　Chap．3＆4を参

　照。

（3）前掲拙稿，「『自由貿易帝羅主義時代Sのインド支配」第一牽。
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